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問
題
の
所
在

問
題
の
所
在

妻

X
と
夫
Y
と
の
聞
に
嫡
出
子
Z
が
い
て
、

X
Z
が
Y
と
別
居
し
、

X
が
Z
の
監
護
に
当
た
っ
て
い
た
が
、

X
が
Y
に
対
し
離
婚

、、11ノ
円
凡

rrp 

訴
訟
を
提
起
し
た
。

X
は
当
該
訴
訟
に
お
い
て
人
訴
法
三
二
条
一
項
の
子
の
監
護
に
関
す
る
附
帯
処
分
の
申
立
て
を
行
っ
た
。
同
項

は
一
見
、
離
婚
後
の
監
護
に
つ
い
て
の
附
帯
処
分
を
規
定
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
別
居
か
ら
離
婚
判
決
ま
で
の
子

の
監
護
費
用
を
も
含
む
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
以
下
、
こ
の
監
護
費
用
を
中
間
的
監

離婚判決に伴う別居から離婚までの監護料の附帯処分（石川

護
費
用
と
称
し
て
お
く
。

2 

半lj
例

別
居
か
ら
離
婚
に
至
る
ま
で
の

Y
が
支
出
し
た
子
の
監
護
費
用
を

X
か
ら
の
申
立
て
が
あ
れ
ば
、
離
婚
請
求
を
認
容
す
る
場
合
、

人
訴
法
ゴ
一
二
条
一
項
の
附
帯
処
分
と
し
て
、
主
文
に
掲
げ
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
説
い
た
最
高
裁
二
小
判
平
成
一
九
年
三

月
三

O
日
が
あ
る
。
以
下
紹
介
す
る
。

離
婚
等
請
求
本
訴
、
同
反
訴
事
件

平
成
一
九
年
コ
一
月
三

O
日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
〈
最
高
裁
平
一
七
（
受
）
第
一
七
九
三
号
〉

（
裁
判
所
時
報
一
四
三
三
号
一
二
八
頁
、
家
裁
月
報
五
九
巻
七
号
二
一

O
頁
、
判
タ
一
二
四
二
号
一
二

O
頁
、
判
時
一
九
七
二
号
八
六
頁
）

〔
事
実
〕

X

（
上
告
人
）
は
、
平
成
二
一
年
一

O
月
に
Y
（
被
上
告
人
）
と
婚
姻
後
、
平
成
一
三
年
七
月
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
Y
と
別
居
し
て
お



り
、
同
年
一

O
月
に

Y
の
子
で
あ
る
長
男
を
出
産
し
、
単
独
で
そ
の
監
護
に
当
た
っ
て
い
た
が
、

Y
を
被
告
と
し
て
離
婚
等
の
訴
え
を
提
起

民事手続法

し
、
こ
れ
に
附
帯
し
て
、
平
成
一
四
年
一

O
月
か
ら
長
男
が
成
年
に
達
す
る
月
（
平
成
三
三
年
一

O
月
）
ま
で
の
聞
の
監
護
費
用
の
分
担
の

申
立
て
を
し
た
（
こ
の
ほ
か
、

X
は
、
財
産
分
与
も
申
立
て
た
が
、
そ
の
内
容
は
過
去
の
監
護
費
用
の
分
担
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
）
。

慶醸の法律学

他
方
、

Y
も
、
離
婚
等
の
反
訴
を
提
起
し
た
。

第
一
審
は
、
本
訴
及
び
反
訴
の
各
離
婚
請
求
を
い
ず
れ
も
認
容
し
て
長
男
の
親
権
者
を
X
と
定
め
、

Y
に
対
し
、
財
産
分
与
と
し
て
二
九

九
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
、
①
長
男
出
生
後
第
一
審
口
頭
弁
論
終
結
時
の
前
月
で
あ
る
平
成
一
六
年
一
一
月
ま
で
の
間
の
未
払
い
養
育
費
計

一
五

O
万
円
、
②
平
成
一
六
年
一
二
月
か
ら
長
男
が
成
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
一
ヶ
月
八
万
円
と
定
め
、

Y
に
そ
の
支
払
い
を
命

じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

Y
は
、
養
育
費
分
担
の
・
申
立
て
な
ど
に
関
す
る
第
一
審
の
判
断
に
不
服
が
あ
る
と
し
て
控
訴
し
た
（
な
お
、
第
一
審

判
決
中
の
離
婚
及
び
親
権
者
の
指
定
に
関
す
る
部
分
に
対
し
て
は
、
不
服
申
立
て
が
さ
れ
な
か
っ
た
）
。

原
審
（
東
京
高
判
平
一
七
年
七
月
六
日
・
平
成
一
七
年
（
ネ
）

一
七
四
二
号
）
は
、
②
離
婚
後
に
お
け
る
監
護
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
一

審
と
同
様
に
、

Y
に
対
し
そ
の
分
担
額
（
月
額
八
万
円
）
の
支
払
い
を
命
じ
た
が
、
①
に
関
し
、
平
成
一
四
年
一

O
月
か
ら
離
婚
の
効
力
が

生
ず
る
ま
で
の
聞
に
お
け
る
長
男
の
監
護
費
用
分
担
の
申
立
て
（
以
下
、
「
本
件
申
立
て
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
婚
姻
中
の
子
の
監

護
費
用
な
い
し
婚
姻
費
用
の
分
担
（
民
法
七
六
六
条
、
七
六

O
条）

の
問
題
は
、
離
婚
請
求
が
理
由
が
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
決
定
さ
れ

る
べ
き
事
項
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
家
庭
裁
判
所
の
審
判
事
項
（
家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙
類
三
、
四
号
）
と
定
め
ら
れ
、

家
庭
裁
判
所
の
専
属
管
轄
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
離
婚
請
求
訴
訟
の
附
帯
処
分
と
し
て
そ
の
分
担
の
申
立
て
を

行
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
変
更
し
て
本
件
申
立
て
を
却
下
し
た
ほ
か
、
財
産

分
与
の
額
を
一

O
O万
円
に
減
額
変
更
す
る
な
ど
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

X
が
上
告
受
理
を
申
し
立
て
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

〔
判
旨
〕

最
高
裁
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
原
判
決
の
う
ち
本
件
申
立
て
に
関
し
て
却
下
し
た
部
分
を
是
認
で
き
な
い
と
し
て
破
棄
し
、
同



部
分
に
つ
き
、
更
に
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
原
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

「
離
婚
の
訴
え
に
お
い
て
、
別
居
後
単
独
で
子
の
監
護
に
当
た
っ
て
い
る
当
事
者
か
ら
他
方
の
当
事
者
に
対
し
、
別
居
後
離
婚
ま
で
の
期

聞
に
お
け
る
子
の
監
護
費
用
の
支
払
を
求
め
る
旨
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
民
法
七
七
一
条
、
七
六
六
条
二
項
が
類
推
適
用
さ
れ
る

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
最
高
裁
平
成
七
年
（
オ
）
第
一
九
三
三
号
同
九
年
四
月
一

O
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
五
一
巻
四
号

一
九
七
二
頁
参
照
）
。
そ
う
す
る
と
、
当
該
申
立
て
は
、
人
事
訴
訟
法
三
二
条
一
項
所
定
の
子
の
監
護
に
関
す
る
処
分
を
求
め
る
申
立
て
と

し
て
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
離
婚
請
求
を
認
容
す
る
際
に
は
、
当
該
申
立
て
の
当
否
に
つ
い
て
審

口H
川

Ertv 

理
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

離婚判決に伴う別居から離婚までの監護料の附帯処分（石！｜｜

な
お
、
そ
の
余
の
請
求
及
び
申
立
て
に
関
す
る
上
告
に
つ
い
て
は
、
上
告
受
理
申
立
て
の
理
由
が
上
告
受
理
の
決
定
に
お
い
て
排
除
さ
れ
、

棄
却
さ
れ
て
い
る
。

本
件
判
決
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
紹
介
な
い
し
評
釈
が
あ
る
。
こ
の
判
決
に
至
る
ま
で
の
学
説
・
判
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
判
タ
・
判
時
に
こ

の
問
題
に
関
す
る
本
件
判
一
不
の
経
緯
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
貴
博
「
判
批
」
法
研
八
一
巻
七
号
（
平
成
二

O
年
）
一
五
七
頁
以
下
、
特

に
そ
の
注
l
。
な
お
、
本
判
決
の
紹
介
と
し
て
は
、
常
岡
史
子
・
門
岡
山
町
ロ
回
文
献
番
号
N

∞
己
。
∞
虫
、
塩
崎
勤
・
民
情
二
五
四
号
（
平
成
一
九
年
一
一

月一

O
日
発
行
）
八
二
頁
以
下
が
あ
る
。

常
岡
史
子
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
（
平
成
二

O
年
四
月
）
速
報
判
例
解
説
二
号
（
平
成
二

O
年
三
月
二
二
日
）
一

O
五
頁
、
村
重
慶
一
「
判
批
」

戸
籍
時
報
六
一
一
一
号
（
平
成
一
九
年
一
二
月
一

O
日
）
六
五
頁
、
大
橋
虞
弓
「
判
批
」
重
判
解
（
ジ
ユ
リ
一
三
五
四
号
、
平
成
一
九
年
度
、
平
成
二

O
年
四
月
一

O
日
号
）
一
四
七
頁
、
安
達
栄
司
「
判
批
」
ひ
ろ
ば
二

O
O
八
年
六
月
号
（
平
成
二

O
年
六
月
一
日
）
五
二
頁
が
あ
る
。
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以
下
、
離
婚
請
求
認
容
判
決
に
伴
う
附
帯
事
項
の
裁
判
の
性
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

慶躍の法律学

中
間
的
監
護
費
用
の
裁
判
は
離
婚
の
主
文
に
並
べ
て
主
文
の
一
項
目
と
し
て
被
告
の
原
告
に
対
す
る
一
定
の
中
間
的
監
護
費

用
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
は
通
常
は
、
家
事
調
停
に
よ
り
、
あ
る
い
は
調
停
不
調
の
場
合
に
は
、
申
立
て
に
よ
り

審
判
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
家
審
法
九
条
乙
類
四
号
）
。

と
こ
ろ
で
、
家
事
調
停
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
効
力
と
し
て
、
家
事
調
停
調
書
の
記
載
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
家
審
法
二
一
条
一
項
）
。
同
項
に
い
う
「
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
」
と
い
う
文
言
は
、
訴
訟
上
の
和
解
に
関

す
る
民
訴
法
二
六
七
条
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
言
に
既
判
力
が
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
肯
定
説
、

否
定
説
、
制
限
的
既
判
力
説
等
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
私
は
否
定
説
を
採
用
し
て
い
る
。
訴
訟
上
の
和

解
の
効
力
に
関
し
て
否
定
説
を
と
れ
ば
、
調
停
に
つ
い
て
も
既
判
力
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
る

D

さ
ら
に
は
審
判
の
効
力
に
既

判
力
を
含
め
る
か
否
か
問
題
に
な
る
。
家
事
審
判
法
一
五
条
は
審
判
に
執
行
力
が
あ
る
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
加
え
て
審
判
が
確
定

判
決
と
同
一
の
効
力
と
し
て
既
判
力
を
有
す
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
規
定
を
欠
い
て
い
る
。

2 

松
本
博
之
「
人
事
訴
訟
法
」
（
弘
文
堂
、
平
成
一
八
年
五
月
）
二
二
二
頁
に
よ
る
と
人
訴
法
三
二
条
一
項
の
附
帯
処
分
は
主
文

に
掲
げ
ら
れ
で
も
、
既
判
力
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
理
由
は
そ
れ
が
実
質
的
に
非
訟
事
件
の
裁
判
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
る
。
家
事
審
判
の
既
判
力
に
つ
い
て
は
、
佐
上
善
和
「
家
事
審
判
法
」
（
信
山
社
、
平
成
一
九
年
四
月
）
二
六
二
頁
以
下
に
詳
細
な

紹
介
が
あ
る
。



既
判
力
の
有
無
を
前
提
と
す
る
と
、
私
見
に
よ
る
場
合
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

将
来
に
つ
い
て
の
附
帯
処
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
松
本
説
の
主
張
す
る
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
問
題
と
し

て
い
る
中
間
的
監
護
費
用
に
つ
い
て
ま
で
こ
の
考
え
方
が
妥
当
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
は
こ
の
点
に
つ
い
て
些
か

疑
問
に
感
じ
て
い
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
附
帯
処
分
の
裁
判
は
判
決
の
主
文
の
一
部
と
し
て
な
さ
れ
て
い
て
も
、
非
訟
的
な
も
の
で
確
定
判
決
の
標
準

時
以
後
の
事
情
変
更
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
既
判
力
否
定
説
が
理
由
が
な
い
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

円
刀

『

r
，

仮
に
そ
う
考
え
た
と
し
て
も
、
過
去
の
監
護
料
の
請
求
に
つ
い
て
ま
で
既
判
力
否
定
説
は
採
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が

離婚判決に伴う別居から離婚までの監護料の附帯処分（石川

私
の
疑
問
な
の
で
あ
る
。

私
は
嘗
て
、
財
産
分
与
の
請
求
に
つ
い
て
審
判
に
既
判
力
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
財
産

分
与
に
つ
い
て
い
え
ば
、
将
来
の
法
律
関
係
の
変
動
は
考
え
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
中
間
的
監
護
費
用

は
い
わ
ば
既
発
生
の
費
用
償
還
請
求
権
的
要
素
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
額
は
審
判
に
よ
ら
な
け
れ
ば
定
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、

一
度
定
め
ら
れ
た
以
上
、
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
性
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
償
還
請
求
権
の
理
由
付
け
に
つ
い
て

は
民
法
上
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
中
間
的
監
護
費
用
の
裁
判
は
、
本
来
な
ら
ば
、
そ
の
性
質
上
償
還
請
求
権
と
い
う
実
体
法
的
請
求
権
を
め

ぐ
る
紛
争
、
す
な
わ
ち
争
訟
事
項
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭
事
件
で
あ
る
た
め
に
家
審
法
九
条
一
項
乙
類
四
号
で
審
判
事
項

と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
性
質
上
は
争
訟
事
件
で
あ
り
な
が
ら
、
家
庭
事
件
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
そ
れ
が
非
訟
化

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な
非
訟
化
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
本
来
は
争
訟
事
件
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
裁
判
で
あ
る
審
判
に
既
判
力
を
認
め
る
こ
と
は
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。

加
え
て
、
人
訴
法
三
二
条
二
項
で
は
離
婚
請
求
が
認
容
さ
れ
る
場
合
に
附
帯
処
分
と
し
て
中
間
的
監
護
費
用
は
主
文
で
判
断
さ
れ



る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
中
間
的
監
護
費
用
の
裁
判
に
既
判
力
を
認
め
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
中
間

民事手続法

的
監
護
に
関
す
る
費
用
請
求
は
、
離
婚
判
決
手
続
中
で
審
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
既
判
力
の
基
礎
に
な
る
当
事
者
の
手
続
保
障

も
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。

慶麿の法律学

以
上
の
ご
と
き
諸
理
由
か
ら
み
る
と
、
中
間
的
監
護
費
用
の
償
還
請
求
権
の
離
婚
判
決
に
伴
う
判
断
は
既
判
力
、
形
成
力
、
及
び

執
行
力
を
も
っ
根
拠
を
十
分
に
持
ち
う
る
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
中
間
的
監
護
費
用
に
関
す
る
裁
判
は
、
た
と
え
そ
れ
が
主
文
中
で
判
断
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
本

来
性
質
上
非
訟
事
件
の
裁
判
で
あ
る
か
ら
既
判
力
は
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

一
般
に
非
訟
事
件
の
裁
判
に
は
既
判
力
が
な
い
と
い
う
の
は
、
前
裁
判
の
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
状
況
の
変
化
に
対
応
し

て
、
前
裁
判
の
内
容
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
発
生
の
中
間
的
監
護
料
の
裁
判
は
、
後
刻
の
状
況
の
改
変
に
対

応
し
て
内
容
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
面
か
ら
、
本
来
既
判
力
に
馴
染
ま
な
い

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

家
事
審
判
で
は
家
裁
が
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
審
判
を
す
れ
ば
、
そ
れ
が
訴
訟
に
よ
り
取
消
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。

3 

し
か
し
こ
こ
で
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
家
事
審
判
に
よ
っ
て
監
護
費
用
の
額
が
決
定
さ
れ
る
。
上

記
の
と
お
り
、
こ
の
種
の
審
判
に
既
判
力
が
あ
る
か
否
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
監
護
費
用
が
が
い
か
な
る
額
に
な
る
か
と
い
う
審

判
に
形
成
力
は
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
既
判
力
が
生
じ
る
か
否
か
を
論
じ
る
音

定
め
ら
れ
る
の
は
審
判
の
形
成
力
の
効
果
で
あ
る
と
考
え
る
と
既
判
力
を
論
じ
る
場
合
、
そ
れ
が
何
に
及
ぶ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
護
費
用
に
関
す
る
審
判
の
既
判
力
論
に
つ
い
て
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
現
在
私
は
、
中
間
的
監
護
料
の
確
定
と
い
う
主
文
中



に
認
め
ら
れ
る
実
質
上
の
審
判
の
効
力
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
額
の
決
定
は
通
常
の
審
判
で
こ
れ
を
決
め
れ
ば
審

判
は
中
間
的
監
護
料
の
存
在
と
額
を
定
め
る
と
い
う
点
で
の
形
成
力
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
後
、
そ
こ
で
確
定
さ
れ
た
額
を

動
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
は
こ
の
判
決
（
実
質
は
審
判
）
の
形
成
力
の
効
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
間
的
監
護
料
に
関

し
て
い
え
ば
、
山
確
定
判
決
の
な
か
で
監
護
料
に
つ
き
償
還
請
求
権
あ
り
と
い
う
基
本
的
法
律
関
係
の
存
在
と
∞
額
の
裁
量
が
違
法

で
な
い
こ
と
の
確
認
を
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
す
る
と
い
う
効
力
を
併
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
審
判
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
監

護
料
の
額
が
確
定
す
る
の
は
形
成
力
の
効
果
で
あ
っ
て
、
既
判
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

H
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子
の
監
護
費
用
は
財
産
分
与
に
取
込
む
べ
き
で
独
立
し
て
附
帯
処
分
の
申
立
て
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
も
認
め

ら
れ
る
。
例
え
ば
野
田
愛
子
・
安
倍
嘉
人
監
修
「
改
訂
人
事
訴
訟
法
概
説
」
（
日
本
加
除
出
版
、
平
成
一
九
年
八
月
）
二

O
九
頁
の
松

原
正
明
氏
担
当
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

D

「
な
お
、
過
去
の
子
の
監
護
費
用
（
養
育
費
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が

あ
る
が
、
子
の
監
護
費
用
は
婚
姻
費
用
の
一
部
と
解
さ
れ
る
の
で
、
過
去
の
婚
姻
費
用
と
同
様
に
財
産
分
与
の
問
題
と
し
て
、
判
断

す
る
の
は
と
も
か
く
、
過
去
の
監
護
費
用
そ
の
も
の
を
附
帯
処
分
事
項
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
」
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
石
田
敏
明
編
著
「
新
人
事
訴
訟
法
要
点
解
説
と

Q
＆
A
」
（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
六
年
一
月
）

三
四
頁
も
同
じ
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
附
帯
処
分
は
申
立
て
が
あ
っ
て
裁
判
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
人
訴
法
一
一
一
二
条
一
項
）
仮
に
一
般
的
に
中
間
的
監
護

費
用
が
財
産
分
与
の
一
部
と
し
て
こ
れ
に
取
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
者
が
額
ま
で
は
確
定
し
な
い
も
の
の
既
発
生
の

償
還
請
求
権
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
と
り
あ
え
ず
申
立
て
を
こ
の
点
に
限
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
更
に
い
う
と
中
間
的
監
護
費
用
は
既
に
妻
が
支
出
し
た
費
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
審
理
に
過
大
な
作
業
を
必
要
と
す
る

わ
け
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
れ
を
財
産
分
与
の
一
部
に
組
込
ん
で
財
産
分
与
全
体
を
附
帯
処
分
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
に



な
る
と
、
と
り
あ
え
ず
中
間
的
監
護
費
用
の
み
に
つ
い
て
決
着
を
つ
け
た
い
と
す
る
離
婚
訴
訟
の
原
告
で
あ
る
妻
の
立
場
に
と
っ
て

民事子続法
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マ
イ
ナ
ス
要
因
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
私
見
は
、
将
来
の
監
護
費
用
を
そ
も
そ
も
財
産
分
与
に
組
込
ん
で
は
い
け
な
い
と
云
っ
て
い
る
わ
け
で
は

慶醸の法律学

、局、、
a
門
U

宇
山
口
し（

2
）
石
川
明
「
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
」
慶
麿
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
一
四
（
慶
鷹
通
信
、
昭
和
四
一
年
八
月
）
一

O
九
頁
以
下
、
特
に
二
一

六
頁
。
石
川
明
「
民
事
手
続
法
の
諸
問
題
」
朝
日
大
学
法
制
研
究
所
叢
書
第
五
号
（
朝
日
大
学
法
制
研
究
所
、
平
成
一
三
年
一
一
月
）
九
五
頁
以
下
。

（
3
）
石
川
明
「
家
事
審
判
事
項
と
し
て
の
財
産
分
与
請
求
の
問
題
点
」
法
研
三
二
巻
二
号
（
昭
和
三
五
年
）
五
一
一
頁
、
判
例
と
し
て
は
、
大
阪
高

決
昭
和
三
七
年
一

O
月
三
日
家
月
一
四
巻
一
二
号
八
九
頁
が
あ
る
。

士
口
五
口

品
ホ
ー
コ
コ
口

家
事
審
判
法
の
効
力
に
つ
い
て
形
成
力
や
執
行
力
（
家
審
法
一
五
条
）
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
既
判
力
が
あ
る
か

否
か
、
既
判
力
に
つ
い
て
い
う
と
、
肯
定
説
と
否
定
説
と
が
対
立
し
て
い
た
。

本
件
で
取
り
上
げ
た
附
帯
処
分
の
裁
判
は
判
決
の
主
文
中
で
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
形
成
力
の
み
認
め
て
既
判
力
を
否
定

す
る
見
解
が
多
数
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
は
多
数
説
に
若
干
の
異
を
唱
え
た
試
論
で
あ
る
。

ま
た
、
形
成
力
に
も
新
た
な
訴
訟
な
い
し
審
判
資
料
の
主
張
に
つ
き
失
権
効
の
あ
る
形
成
効
と
そ
れ
ら
が
な
い
形
成
効
と
が
あ
る

」
と
も
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。



佐
上
義
和
「
家
事
審
判
法
」
（
信
山
社
、
平
成
一
九
年
四
月
）
二
六
一
一
頁
以
下
。
な
お
、
松
本
博
之
「
人
事
訴
訟
法
」
（
弘
文
堂
、
平
成
一
八
年

五
月
）
一
一
二
二
頁
、
お
よ
び
斎
藤
秀
夫
・
菊
池
定
信
編
「
注
解
家
事
審
判
法
」
（
青
林
書
院
、
昭
和
六
二
年
一
一
月
）
六
三
六
頁
以
下
参
照
。
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